
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次習志野市定員管理計画 

 

 

令和８（２０２６）年度～令和１５（２０３３）年度 

 

 
 
 

 

 

習志野市 

 

 

 

  



 

2 

目 次 

１．本市の現状と課題について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 
 

（１）これまでの定員管理の取組みと計画の進捗状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 
 

  （２）正規職員における分析と課題について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 
 

①職種別・部門別職員数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 
 

②全国類似団体との比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 
 

③県内類似団体５市との比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 
 

④退職者の推移について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 
 

⑤時間外勤務の推移について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 
 

 （３）会計年度任用職員における分析と課題について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 
 

①会計年度任用職員の職種別職員数について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 
 

②勤務時間別職員数について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 
 

 （４）定年前再任用職員及び暫定再任用職員における分析と課題について ・・・・・・・・・・・・・・・ 11 
 

２．第２次定員管理計画策定の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 
 

（１）第２次定員管理計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 
 

（２）第２次定員管理計画策定に向けた取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 
 

（３）その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 
 

３．定員管理方針  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 
 

（１）正規職員の定員管理方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 
 

（２）会計年度任用職員及び任期付職員の定員管理方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 
 

（３）再任用職員の定員管理方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 
 

４．定員管理計画値の設定  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 
 
（１）計画期間  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

 
（２）対象職員  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

 
（３）定員管理計画値の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

 
（４）職種別定員管理計画及び年度別採用計画（正規職員）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

 
（５）職種別定員管理計画（会計年度任用職員） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

 
【用語説明】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

 

 

 



 

3 

１．本市の現状と課題について   

（１）これまでの定員管理の取組みと計画の進捗状況 

本市では、平成８年度に行政改革本部を設置して以来、社会経済状況の変化に対応し、持続可能な行

財政運営のもとで、内部管理経費の抑制、特に人件費の削減に重点的に取り組みました。計画に基づい

た職員数の適正化を図る中、令和７年４月１日の正規職員※１数は１，３４２人（企業局除く）、平成８年度比

で３３５人の削減となっております。 

令和２年から令和８年を計画期間とする習志野市定員管理計画では、令和２年４月１日時点での正規

職員数１，３０９人でスタートし、令和５年度までは計画値を上回るペースで職員の削減を進めておりまし

たが、国の施策等の対応やコロナ禍以降の職員の長時間労働改善による事務職の増員等から、令和６

年度以降は増加に転じており、計画値よりも職員数が多い状況となっております。 

また、定年延長制度※2 の導入や、消防職の増員に対応するため、令和６年４月に計画の改定を実施し

ておりますが、習志野市定員管理計画の最終年度である令和８年４月１日の正規職員数については、さら

に増員が見込まれております。 

 

●習志野市正規職員数の推移（部局別職員数） 
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●全国地方公共団体の職員数と習志野市正規職員数との比較 

令和６年度地方公共団体定員管理調査※3結果の概要によると、全国の地方公共団体の職員数は、 

平成８年度より平成２８年まで一貫して減少しておりますが、その後横ばいから微増傾向にあります。 

 

 

●習志野市定員管理計画における正規職員数実績（各年度４月１日時点） 
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（2）正規職員における現状分析について 

①職種別・部門別職員数の推移 

令和７年４月１日現在の普通会計における職種別職員数※４の推移を見ると、清掃部門、現場事務

所、給食調理員などの技能労務職員は平成３１年に対して２３人の削減となっている一方、こども園

勤務の保育教諭が教育公務員に切り替えている影響はあるものの、消防職の定数増の影響もあり、

全体では３４人の増加となっています。 

また、普通会計における部門別職員数の推移を見ると、民生部門（２９人減）が減少、教育部門 

（３２人増）が増加していますが、向山こども園や藤崎こども園の開設により、部門の異動があったも

のです。その他総務・企画部門や消防部門の増加となっております。 

 

●職種別職員数推移（令和７年４月１日現在） 

 

●部門別職員数推移（令和７年４月１日現在） 
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②全国類似団体との比較 

類似団体とは、総務省が全国の市町村を人口規模と産業構造（産業別就業人口の構成比）の２

つの要素を基準として分類したものです。本市については、一般市における①人口１５万人以上②第

Ⅱ次・第Ⅲ次産業95％以上③第Ⅲ次産業65％以上に区分されることから、「Ⅳ－３」（35団体）に

分類されております。 

これらの全国類似団体との職員数との比較において、本市が職員を配置している部門のみを対

象とし、人口１万当たり正規職員数の平均値である「修正値」※5 を算出し、類似団体との比較してお

ります。 

令和７年度の普通会計における全国類似団体との比較においては、普通会計合計で６５人の超

過しておりますが、一般行政部門における合計においては、１０５人下回っております。部門別で見て

いきますと、教育部門（１５９人超）が大幅に超過している一方、総務部門（２７人少）、民生部門（４８

人少）、経済部門（１２人少）は下回っています。 

 

●全国類似団体との修正値による比較 
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③県内類似団体５市との比較 

県内類似団体のうち、人口規模の近い佐倉市、流山市、八千代市、野田市、浦安市との普通会計職

員数比較を行います。 

本市の令和６年度決算における人件費を県内類似団体と比較すると、職員給及び人件費比率が比

較している類似団体の中で一番高い水準にあり、全国順位もかなり下位に位置しております。 

部門別平均で比較すると、教育部門（２１３．８人超）が大幅に超過しており、衛生（１１．６人超）、土

木（５．６人）、消防（１．５人超）が超過しています。逆に総務（△３３．４人）、民生（△３２．６人）、経済

（△１２．８人）は下回っています。 

 

●令和６年度決算における人件費の状況（各市決算カードより） 

 

●県内類似団体５市平均との部門別職員数比較【普通会計部門】 
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④退職者の推移について 

本市の退職者数は、近年では自己都合による普通退職が増加傾向にあります。これは、民間企業や

他の自治体間での人材獲得競争の高まりなどから、若年層を中心に転職が増加していることが原因

と考えられます。 

このため、採用試験の回数を増やし人員の確保に努めていますが、今後も全国的な生産年齢人口

の減少により職員数の確保はますます難しくなってくるものと推測されます。 

また、地方公務員法の一部改正により、令和５年度から職員の定年年齢が６５歳に段階的に引き上

げられています。これにより令和１４年度までは定年退職者が２年に一度しか生じないこととなるため、

その影響を緩和し、職員年齢構成のバランスを図るため、退職者補充分の新規採用者数について各

年度間の平準化を考慮する必要があります。 

 

●退職者数の推移（平成２７年度～令和６年度） 

 
 
●６０歳到達職員数の見込（令和７年４月１日現在） 
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●定年退職者の見込（令和７年４月１日現在） 

 

⑤時間外勤務の推移について 

    平成３１（令和元年度）年度から令和６年度の１人当たりの年平均時間外勤務時間の推移をみると、

全国の市町村平均より多い状況で推移しており、長時間労働の是正が課題となっております。 

年度の推移としては、コロナ禍の中であった令和３年度から令和5年度の間は、各種イベントの中止等

の影響により、時間外勤務が減少していましたが、コロナウイルスの5類移行に伴い、イベント等が再開さ

れたことから、令和５年度の途中より時間外勤務が増加に転じており、令和６年度においては、年間時間

外勤務数においてコロナ禍前の水準を上回っています。 

 

●１人当たりの年平均時間外勤務時間及び年間時間外勤務数（単位：時間） 

  

    ※決算資料及び地方公務員の勤務条件等に関する調査結果より作成 

※地方公務員の勤務条件等に関する調査の調査対象は、消防部門及び教育委員会以外の部門に属する職員

のうち、管理監督職員を除いた職員です。 
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（３）会計年度任用職員※6における現状分析について 

①会計年度任用職員の職種別職員数について 

令和２年度と令和７年度との比較では、第１号会計年度任用職員※7は、ほぼ横ばいで推移している

一方、第２号会計年度任用職員※8については減少しています。これは、公民館の委託や心理判定員等

の専門職を正規職員に切り替えた影響です。 

職種別職員数は事務職が合計４７４人と全体の半数近くを占め、保育士・幼稚園教諭が合計３６４

人と続いています。 

また、人件費については、正規職員の給与改定に連動して給与単価が上昇していることや国の非常

勤職員の状況を踏まえて、令和６年度より勤勉手当の支給が開始されていることなどから、制度開始

の令和２年度と比較すると約８億円増加しています。 

 

●会計年度任用職員の職種別職員数推移（各年度４月１日時点） 

 
●会計年度任用職員の人件費の推移（各年度決算より） 
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②勤務時間別職員数について 

勤務時間別職員数でみると、事務職は事務員に週３５時間勤務の職員が多く、週１５．５時間未満に

は、特別支援教育支援員や学校事務の配置が多い状況にあります。 

医療・福祉系技術職や保育士・幼稚園教諭の専門職については、フルタイム勤務が多く状況にあり

ます。これは、職種の専門性や担任等の業務状況の必要性によるものであります。また、採用困難職種

であることや育児休業取得者の多い状況にあることから、欠員補充や育休代替によるフルタイム勤務

の職員も多くいる状況にあります。 

技能労務職は、正規職員の退職者不補充による対応として、学校用務員のフルタイム職員が多い状

況にあります。計画期間中においても正規職員の退職が続くことから、会計年度任用職員に限らず、今

後の技能労務職が担ってきた業務の在り方について議論していく必要があります。 

教育職は、教育相談員等や習志野高校の委嘱講師が多い状況で、一人当たりの勤務時間も１５．５

時間勤務未満の職員が多い状況です。 

 

●会計年度任用職員の勤務時間別職員数（令和７年４月１日時点） 

    

 

（４）定年前再任用職員及び暫定再任用職員における現状分析について 

定年前再任用職員※9及び暫定再任用職員※10（以下、再任用職員）は、令和７年４月１日時点で、７

９人（市長部局５３人、教育委員会事務局１２人、行政委員会２人、消防本部５人、企業局７人）となって

います。令和５年度より職員の定年年齢が６５歳に段階的に引き上げられている中、再任用職員数につい

ては、今後減少する見込みですが、６０歳以降の多様な働き方の選択から短時間再任用職員を選択する職

員が一定数いるものと想定されています。 

課題としては、現在継続して配置している所属においては、今後の再任用職員の減少が見込まれる

中、職員の配置や業務について検討が必要となることが考えられます。 
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２．第２次定員管理計画策定の基本的な考え方  

（１）第２次定員管理計画の目的 

第２次定員管理計画においては、少子超高齢化の進展が、生産年齢人口（１５～６４歳）の減少によ

る市税等の減収が見込まれる一方、６５歳以上の高齢者が増加し、介護サービスや医療に多額の財源

が必要になることが予測されます。また昨今の労務単価の上昇や建築資材の高騰等による事業費の

増加への対応が併せて求められており、今後厳しい財政状況が予測されております。 

令和８年度から始まる基本構想における市政経営の基本方針においては、最新のデジタル技術を

積極的に導入、活用による事務の簡素化・効率化、職員の労働環境の整備や働き方改革の実施につ

いて位置づけており、価値観の多様化が進む中で、様々なライフスタイルを持つ全ての職員が、仕事と

生活の調和を図ることができる環境を整備していくことが必要不可欠であります。 

また、令和２年度から会計年度任用職員制度が始まって５年以上が経過したなか、正規職員が担う

べき業務、任期付職員の任用が適している業務、会計年度任用職員が行うことで効率化できる業務な

ど、業務の内容等に応じて会計年度任用職員を含めた全体の職員数の中で最適な人員の配置を行う

必要があります。 

これらの状況を踏まえた中で、将来にわたる持続可能で安定的な行財政運営を行い、時代の変化

に即した職員の計画的な採用、育成、適正配置を行っていくことが必要であり、特に職種別を踏まえた

職員数の見通しについては、計画として取りまとめ、進行管理を行っていくことが重要となります。 

すべての職員がその健康を維持し、意欲と能力を最大限に発揮しながら、効率的に働ける職場環境

づくりと職員体制の構築に向け、前期基本計画に合わせて策定する前期市政経営プランにおける取組

と一体となる「第２次定員管理計画」を新たに策定するものです。 

 

 

（２）第２次定員管理計画策定に向けた取組 

本計画の実行にあたっては、退職者の動向を踏まえた上で、「前期市政経営プラン」に位置付けられ

た取組事項を中心に、以下の取り組みを進めることにより、適正な定員の管理を図っていきます。 

①事務事業の最適化及びDX※11の推進 

限られた人員・財源の中で、実現可能な業務量を見定めて、事業の縮小・廃止を含めた業務自体の

整理を行うとともに、更なるＤＸの推進、デジタル技術の活用により、職員の事務事業の最適化及び効

率化を大幅に進め、すべての職員における時間外勤務も含めた総勤務時間のスリム化に取り組みます。 

②公共施設の再配置及び業務の民間委託等の推進 

公共施設再生計画のもと、施設の更新を進めるなか、今後の人口動向や施設の利用状況などを踏

まえ、多機能化や複合化を推進するとともに、施設の統合を含めた保有総量の圧縮を推進するなかで、

施設配置職員数の削減を進めていきます。 

また、民間委託、専門知識を持った人材の活用、指定管理者制度※12、民営化等のアウトソーシング※

13の更なる活用を推進し、民間活力導入分野における職員数の削減を図ります。 
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③国の制度改革及び少子超高齢社会等による状況変化等への対応 

国の制度改革による対応や少子超高齢社会の到来といった社会状況の変化に伴う行政ニーズに

ついて、業務量の増加が予想される分野への組織的な対応、職員配置の重点化が必要となります。 

これらの対応については、国の具体的な施策内容等に応じて係る業務量を分析し、適正な職員配置

を実施します。 

さらに、今後の職員採用においては、職員年齢構成のバランスを考慮した上で、多様化・高度化する

行政ニーズに対応する専門性を持つ職員採用の必要性等を踏まえ、多様な雇用形態の活用について

も取り組みます。 

④働き方改革の推進 

基本構想における市政経営の基本方針においては、職員の労働環境の整備や働き方改革の実施

について位置づけられており、本市においても令和７年３月に「習志野市職員のワークライフバランス

推進プラン」を策定しました。同計画の掲げる「全ての職員が、意欲と能力を最大限に発揮しながら効

率的に働くことができる職場環境を整備することを目指す」を目標に、計画に掲げる目標値の達成を

目指します。 

 

⑤人材育成・確保の取組 

行政課題が多様化・個別化する中、単に人材を育成するだけでなく、質と量の両面から人材を確保

していく必要性が高まっています。計画的・体系的に人材を育成する育成プログラムの整備や人事評

価制度の運用などの人材育成に係る取り組みに加え、採用、多様な働き方の推進、働きやすい職場環

境の整備などの人材確保に係る取り組みを人事戦略の両輪とし、令和８年度より「習志野市職員の人

材育成・確保基本方針」として策定します。 

基本構想における市政経営の基本方針の実現に向けた行政マネジメントを推進する人材の育成及

び確保の体制を構築します。 

 

⑥職員区分ごとの業務の在り方の精査 

一般職である正規職員、会計年度任用職員、任期付き職員毎の業務の在り方の検討・精査を行い、

職員区分ごとの担うべき業務・役割や適切な勤務時間に応じて、職員の意欲と能力を最大化できるよ

う最適な人員の配置を行います。 

 

（３）その他 

①適正な定員管理を実行性のあるものとするために、引き続き、庁内分権型予算との連携を行います。 

②生産年齢人口の減少に伴い、今後、公務員の人材確保は困難になっていくことが予想されます。人材

の確保に向け、例えば会計年度任用職員に対して、正規職員登用試験の実施を検討する等の正規職

員へ間口を広げる取組や多様化・高度化する行政ニーズに対応する専門性を持つ職員採用の必要

性等を踏まえた多様な雇用形態の活用についても取り組みます。 
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３．定員管理方針  

（１）正規職員の定員管理方針 

①事務職（社会福祉系及び社会教育系専門事務職を含む） 

   令和７年４月１日の職員数が５４２人となっており、これは定員管理計画の令和７年４月１日における

計画値５１１人を上回る人数となっております。これは、計画期間において、コロナ禍における給付金等

の業務、基幹業務システムの標準化対応等や戸籍法改正に伴う対応等、国の法改正や施策の実行の

ため、当初の計画を超えた職員の配置が必要となったものです。 

   さらに、今後も少子超高齢化の進展による社会的状況や市民ニーズにおいて多様化・高度化する業

務に対応するため、事務職においても、特に福祉分野における専門性をもった職員を引き続き採用し

ていく必要があります。 

   また、本計画より対象としている会計年度任用職員の担うべき業務について、考え方の整理や配置

の精査を通して、正規職員が担うべき業務については、積極的に職員の人材確保を図っていく必要が

あります。 

以上のことから、本計画期間においては、デジタル技術の積極的な導入に向けた対応、コロナ禍以

降に増加する時間外勤務への対応等、一旦は増員となりますが、ＤＸの推進、デジタル技術の活用を推

進する中で、職員の事務事業の最適化及び効率化を進め、適切な人員配置を取り組む中で、総職員

数のスリム化に取り組みます。 

②医療・福祉系技術職（保育士を除く） 

医療・福祉系技術職員については、超高齢社会の到来及び子育て支援策の対応等を踏まえる必要

があります。また専門性の高い職種であり、採用困難な職種であることから、必要な職種については積

極的に獲得する必要があります。現状において、類似団体よりも職員数が超過していることから、一層

の業務の効率化を図るなかで、本計画期間内においては、退職者を補充した上で、同程度とします。 

③保育士・幼稚園教諭 

保育士・幼稚園教諭については、本計画期間中に、定年退職以外の普通退職についても一定数見

込まれています。近年、職員数が計画値に足らない状況が続いており、積極的な採用が必要な職種で

あります。「習志野市こども園整備と既存市立幼稚園・保育所の再編計画第３期計画」に基づく整備

事業が完了し、当面の間、施設の新設等は行われないことから、本計画期間内においては、退職者を

補充した中で、同程度を計画値とします。一方、就学前児童数の減少が見込まれていることから、今後

も職員の必要数については注視していく必要があります。 

④その他技術職 

土木、建築等の技術職員については、鷺沼特定土地区画整理事業対応、インフラ・プラントを含む公

共施設再生への対応が継続している中、その専門職としての必要性は、引き続き高まっています。 

なお、職種毎の状況を踏まえながら、再任用職員の登用等により必要な技術、知識の継承を行いつ

つ、専門性の高い有資格者・職務経験者等の採用を引き続き行っていきます。 
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⑤技能労務職 

定年後の再任用職員の雇用については、フルタイム勤務を希望する職員が大多数であることを踏ま

え、本計画期間中の定数としての算定は、該当職員のフルタイム勤務期間が終了する年度までとします。 

また、前計画と同様に、退職者不補充とします。本計画期間において、技能労務職の定年退職者は 

２０名が見込まれ、技能労務職の年齢構成から、同職の今後のあり方について、本計画期間中に十分

研究し、現在担っている業務について、民間委託など方向性を見出していく必要があります。 

⑥教育職（幼稚園教諭を除く） 

県職員からの転入教員については、県教育委員会との協議等により、計画的な配置を目指します。 

⑦消防職 

高齢化の加速による救急需要の増加等に対応するため、令和５年６月に消防職員の定数を２１０名

から２５０名に増員しております。計画期間においては、消防救急機能の維持のため、職員の年齢構成

等に配慮しつつ、退職者を補充したうえで増員とし、育成期間を踏まえた計画的な採用に努めることと

します。 

 

（２）会計年度任用職員および任期付職員の定員管理方針 

令和２年度から会計年度任用職員制度が始まり、それまでの非常勤職員の制度統一が図られ、処

遇改善が図られると共に、公務員としての身分及び服務等について、正規職員に準じた制度になりま

した。本市においても１，０００人以上の会計年度任用職員が勤務しており、様々な職種、勤務形態で本

市の業務を支えています。 

こうした状況を踏まえ、会計年度任用職員においても定員管理に基づく、計画的な採用、育成、適正

配置を行うことは、将来にわたる持続可能で安定的な行財政運営を目指すうえで重要であります。 

会計年度任用職員における職務については、「習志野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例」の別表で「定型的又は補助的業務を行う職務」と定められており、本計画において正

規職員が行うべき本格的業務との職務及び業務の在り方について、分析・整理を行ったうえで、必要

数を精査します。あわせて会計年度任用職員が担う業務において、複数年度にわたり同じ業務での雇

用が継続しているケース等の任用の在り方を精査し、職務及び業務の内容に応じた、最適な人員の

配置を行います。 

また、平成２４年４月１日に習志野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例が施行され、本市

では、これまで専門的な施策課題に対する、より高度な専門性を備えた人材を登用するため、施策推

進の重要な局面において、任期付職員を効果的に活用してきました。 

本市における職務及び業務の在り方について、分析・整理を行うなかで、複数年度にまたがる継続

的な業務においては、雇用の安定性の観点からも任期付職員の任用を活用する等、業務の内容に応

じた最適な人員の配置を行います。 

事務職については、デジタル技術を積極的に取り入れ、業務改善やＤＸを推進し、業務負担を減らし

ていくこと、特に管理・庶務系業務などの定型的且つ経常的な業務については、部単位で集約する等、

効率化を進める中で、必要数を精査していきます。 

保育士・幼稚園教諭及び教育職については、今後児童数の減少が見込まれていることから、職員の

必要数について、継続して分析、精査していきます。 
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（３）再任用職員の定員管理方針 

令和５年度より職員の定年年齢が６５歳に段階的に引き上げられている中、再任用職員数について

は、今後減少する見込みです。しかしながら、計画期間においては、６０歳以降の多様な働き方の選択

から定年前再任用短時間職員を選択する職員が一定数いるものと想定されています。今後、定年年

齢の引き上げが進み、その後の６０歳以上の任用の在り方が国から示される中で、本市の再任用職員

における方向性を定めていきます。 

再任用職員制度については年金支給開始年齢引き上げに伴う雇用確保という側面を持った制度

であることから、本計画における定員管理の対象外とします。なおフルタイム勤務の再任用職員につい

ては、正規職員数に含めてカウントすることとし、本計画における定員管理の対象とします。 

 

４．定員管理計画値の設定 

（１）計画期間 

計画期間：令和８年度～令和１５年度末まで   

 
①令和８年４月１日職員配当数に対する、令和９年から令和１５年の各４月１日の職員数の状況を明

示する計画とします。 

②社会状況の変化等への対応ため、計画期間の中間年度である令和１１年度に中間見直しを行い

ます。 

（２）対象職員 

①正規職員 

②会計年度任用職員 
※ただし、次の職員については、本計画の対象外とします。 

  〇企業局の職員 

地方公営企業法を適用する企業局の職員については、企業局独自の経営計画に基づき、定員

管理を行うことが望ましいことから、本計画の対象外とします。 

       〇習志野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条に基づき任用された任期付職員 

       〇職員の育児休業等及び欠員による代替の為の会計年度任用職員 

（３）計画値について 

   ※ＤＸ 推進による業務の整理や職員区分ごとの業務の在り方の精査について時間を要することから、

今後の検討課題とし、当初の計画値については、課題整理までの暫定的な計画値とします。 

①正規職員 

 令和８年度の職員配当数１，３６６人を計画の起点として、 

令和１５年度における職員数を１，３６３人とします。 

②会計年度任用職員 

  令和８年４月１日の職員募集１，０４１人を起点として、 

令和１５年４月１日時点における職員数を 912 人とします。 
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（４）職種別定員管理計画及び年度別採用計画（正規職員） 
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（５）職種別定員管理計画（会計年度任用職員） 
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【用語説明】                                                            

※１ 正規職員：（P3） 

   地方公務員法第２４条第５項の規定に基づき同法第３条第２項に規定する任期の定めのない一般職に属する職

員（任期の定めのある会計年度任用職員及び任期付職員を除く。） 

 

※２ 定年延長制度：（P３） 
    国家公務員の定年が令和５年度から令和１３年度にかけて段階的に６５歳まで引き上げられることを踏まえ、地方

公務員の定年についても、国家公務員と同様に段階的に６５歳に引き上げること。 

 

※３ 地方公共団体定員管理調査（P４） 

地方公共団体の職員数や部門別の配置等の実態を調査し、適正な定員管理に資することを目的とした調査で、

毎年４月１日を調査期日として実施。 

 

※４ 普通会計における職種別職員数（P５） 

    総職員数から、ガス・水道事業・公共下水道（企業局）、国民健康保険、介護保険などの公営事業会計に属する
職員を除いたものが普通会計職員数になり、各種統計で使用されます。 

 

※５ 修正値：（P6） 
   地方自治体の職員数の状況を分析する手法の一つ。一般行政部門及び普通会計部門（大部門～小部門）につ

いて、人口と産業構造（産業別就業人口の構成比）から類似する市区町村をグループに分け（類型区分）、そのグ

ループ内での人口 1万人当たりの職員数の平均値（加重平均値）を算出し、職員数の比較を行う。 

    修正値は、地方自治体よって、業務を民間委託している事や一部事務組合等が所管している場合など、職員が

配置されていない場合があるため、各部門に実際に職員を配置している団体のみを対象にして平均値を算出して、

より細かい中部門又は小部門の職員数を比較する場合に適している。 

 

 

 

 

※６ 会計年度任用職員：（P10） 
  地方公務員法第 22 条の 2第 1項に規定された一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職 

 

※７ 第１号会計年度任用職員（P10） 
週勤務時間が３８時間４５分未満の会計年度任用職員 

 

※８ 第２号会計年度任用職員（P10） 
週勤務時間が３８時間４５分の会計年度任用職員 

 

※９ 定年前再任用職員（P1１） 
６０歳を超える職員が定年年齢の到達前に退職し、再任用職員として任用する職員 

 
※１０ 暫定再任用職員（P1１） 
定年延長制度における経過期間（令和5年度〜令和13年度）において、60歳で定年退職した職員を65歳まで

の間、フルタイムまたは短時間勤務で任用する職員 

 

※１１ DX（P1２） 
デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）の略称で、デジタル技術を活用して、市や組織のあり

方そのものを根本的に変革し、新しい価値を創出すること 

 

※１２ 指定管理者制度（P1２） 
「公の施設」の管理に民間事業者等の有するノウハウを活用することにより、多様化する住民ニーズに効果的・効率

的に対応していくことを目的としてする制度 

 

※１３ アウトソーシング（P1２） 
自治体職員が担う窓口業務、システム運用、事務処理などの一部を民間事業者に委託すること 
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